
　○　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正のポイント

１　教育長

　【教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置】

　　■首長が直接教育長を任命することにより、任命責任が明確化 （第４条）

　　■教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表（会議の主宰者、具体的な事務執行

　　　の責任者、事務局の指揮監督者） （第１３条第１項）

　　■任期は３年間 （第５条）

２　教育委員会

　【教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化】

　　■教育長の判断による教育委員への迅速な情報提供や会議の招集の実現

　　■教育委員によるチェック機能の強化のため、

　　　・教育委員定数の３分の１以上からの会議の招集の請求 （第１４条第２項）

　　　・教育委員会規則で定めるところにより、教育長が委任された事務の管理・執行状況を報告す

　　　　る義務 （第２５条第３項）

　　　について規定

　　■会議の透明化のため、原則として、会議の議事録を作成・公表すること （第１４条第９項）

３　総合教育会議

　【すべての地方公共団体に「総合教育会議」を設置】

　　■首長が招集。会議は原則公開 （第１条の４第３項、同条第６項）

　　■構成員は、首長と教育委員会（必要に応じ意見聴取者の出席を要請） （第１条の４第５項）

　　■協議調整事項は、

　　　①　教育行政の大綱の策定

　　　②　教育の条件整備など重点的に講ずべき施策

　　　③　児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置 （第１条の４第１項）

　　

４　大綱の策定

　【教育に関する「大綱」を首長が策定】

　　■大綱とは、教育の目標や施策の根本的な方針。教育基本法第１７条に規定する基本的な方針を

　　　参酌して定める （第１条の３第１項）

　　■総合教育会議において、首長と教育委員会が協議・調整を尽くし、首長が策定。首長及び教育

　　　委員会は、それぞれの所管する事務を執行 （第１条の４第８項）





　　　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）

　（大綱の策定等）

第１条の３　地方公共団体の長は、教育基本法第第１７条第１項に規定する基本的な方針を

　参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する

　総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。

２　地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

　次条第１項の総合教育会議において協議するものとする。

３　地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

　しなければならない。

４　第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、第２１条に規定する事務を管理し、又は執

　行する権限を与えるものと解釈してはならない。

　（総合教育会議）

第１条の４　地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての

　協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会

　議を設けるものとする。

（１）教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振

　　興を図るため重点的に講ずべき施策

（２）児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあ

　　ると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

２　総合教育会議は、次に掲げる者をもって組織する。

（１）地方公共団体の長

（２）教育委員会

３　総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。

４　教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、

　地方公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求める

　ことができる。

５　総合教育会議は、第１項の協議を行うにあたって必要があると認めるときは、関係者又

　は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

６　総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、

　又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めると

　きは、この限りでない。

７　地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところ

　により、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

８　総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員

　は、その調整の結果を尊重しなければならない。



９　前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が

　定める。

（参考　法第１条の３第１項関係）

　　　教育基本法（抄）

　（教育振興基本計画）

第１７条　政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に

　関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画

　を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

２　地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教

　育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

（参考　第１条の３第４項関係）

　（教育委員会の職務権限）

第２１条　教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管

　理し、及び執行する。

（１）教育委員会の所管に属する第３０条に規定する学校その他の教育機関（以下「学校その他の

　　教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること。

（２）学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という。）の管理に関すること。

（３）教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

（４）学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。

（５）学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

（６）教科書その他の教材の取扱いに関すること。

（７）校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

（８）校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

（９）校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に

　　関すること。

（10）学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

（11）学校給食に関すること。

（12）青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

（13）スポーツに関すること。

（14）文化財の保護に関すること。

（15）ユネスコ活動に関すること。

（16）教育に関する法人に関すること。

（17）教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

（18）所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

（19）前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関する

　　こと。
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